
 

会  長  談  話 

 

 本日、当会会員である西村義明会員が、預り金を費消した容疑で逮捕

されました。  

 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とす

るものであって、その使命に基づき誠実に職務を行うからこそ、市民に

信頼され、その職責を果たすことができるものと考えます。  

 当会会員の重大な非行により、本件の関係者に著しい被害を与えたこ

とを誠に遺憾に思いますとともに、これによって弁護士及び弁護士会に

対する信頼が損なわれ、その職責を果たすにつき支障が生じることを危

惧するものです。  

 当会は、このような事態に至ったことを苦い教訓として、本件のよう

な非行が生じた原因究明を徹底し、より効果的な非行防止策を検討し、

会員一人ひとりの倫理意識の向上により一層取り組む所存です。  
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